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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の配送伝票片及び第２の配送伝票片を有し、これらの裏面に台紙が貼付された配送
伝票であって、
　前記第１の配送伝票片は、表面に第１の情報が記載される第１の領域と、前記第１の領
域を取り囲むように配置されて裏面に接着剤が塗布された第２の領域とを有し、
　前記第２の配送伝票片は、前記第１の配送伝票片の一側と隣接し、隣接方向である第１
の方向で隣接部分から前記第１の領域までの幅より幅広であり、当該第１の方向と直交す
る第２の方向で前記第１の領域より内側に位置すると共に、前記第１の配送伝票片の裏面
と裏面同士で折り畳まれたときに前記第２の領域の裏面に塗布された隣接部分側の前記接
着剤を露出させる窓部を有する第３の領域と、表面に第２の情報が記載される当該第３の
領域とミシン目を介して設けられた第４の領域とを有することを特徴とする配送伝票。
【請求項２】
　請求項１に記載の配送伝票であって、
　前記窓部は、前記第１の配送伝票片と前記第２の配送伝票片との境側に向けて幅広とな
る形状である配送伝票。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の配送伝票であって、
　前記窓部の一側の終縁は、前記第１の配送伝票片と前記第２の配送伝票片との境まで及
ぶ配送伝票。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配送される商品などに貼付される配送伝票に関する。
【背景技術】
【０００２】
　配送伝票には届け先の住所や名前などの情報が記載されるが、従来は商品の箱の中に同
梱していた明細書などの情報も配送伝票に記載されるようになってきた。明細書などの情
報は、届け先の住所や名前よりも秘匿性が高い。従って、例えば1枚の配送伝票の表面に
届け先の住所や名前と共に明細書などの情報も一度にプリントアウトして折り畳む。そし
て、折り畳んだ表面に届け先の住所や名前、裏面に明細書などの情報が位置するように、
配送伝票が商品に貼付される。
【０００３】
　この折り畳み式の配送伝票は、従来明細書などが例えば封筒に入れられて商品の箱の中
に同梱されていた形態に似せ、配送伝票の裏面三辺を商品などに貼付し、つまり配送伝票
の裏面にコの字状に接着剤を塗布して商品などに貼付し、封筒と同様に一辺の開口部分よ
り配送伝票と商品との間に明細書部分を結果として挿入した状態としている。そして、当
該開口部分より明細書部分を引っ張り出すことで、明細書を取り出すことができるように
なっている。
　これに関連する先行技術文献として、特許文献１～３などがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－３００４６号公報
【特許文献２】特開２００６－２８１７３９号公報
【特許文献３】特開２００１－２４６８８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　個人情報の保護への要請がますます強くなってきており、上記の如く配送伝票の一辺の
開口部分より明細書部分を引っ張り出すことができる点で、個人情報の流出の可能性を指
摘されるという懸念がある。
【０００６】
　また、本発明者らの知見によれば、このような配送伝票を付した商品の配送の過程にお
いて上記の一辺の開口部分が何らかに引っ掛かり、配送伝票が商品より剥がれる可能性が
あることを見出した。
【０００７】
　このため、例えば商品にこのような配送伝票を付した後に一辺の開口部分をシールや糊
などで封印することが考えられるが、これらの作業は手作業となるため、封印のし忘れを
生じる可能性がある。それでは、情報流出という観点から考えると根本的な問題の解決に
至らないことになる。また、作業量の増大によってコスト高になるという問題も当然生じ
る。
【０００８】
　以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、秘匿性が要求される情報の流出及び商品な
どからの剥がれによる事故を防止できる折り畳み式の配送伝票を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明に係る配送伝票は、第１の配送伝票片と第２の配送伝
票片とで構成される。
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【００１０】
　第１の配送伝票片は、表面に第１の情報が記載される第１の領域と、前記第１の領域を
取り囲むように配置されて裏面に接着剤が塗布された第２の領域とを有する。
【００１１】
　第２の配送伝票片は、前記第１の配送伝票片の一側と隣接し、隣接方向である第１の方
向で隣接部分から前記第１の領域までの幅より幅広であり、当該第１の方向と直交する第
２の方向で前記第１の領域より内側に位置すると共に、前記第１の配送伝票片の裏面と裏
面同士で折り畳まれたときに前記接着剤を露出させる所定形状の窓部を当該第２の方向に
所定数有する第３の領域と、表面に第２の情報が記載されるものとして当該第３の領域と
ミシン目を介して設けられる第４の領域とを有する。
【００１２】
　本発明では、第３の領域に窓部を有することで、第１の領域及び第４の領域の外周のほ
ぼ全周にわたって、第２の領域の裏面が商品などに貼付される。つまり、当該配送伝票が
商品などに貼付された状態では、第４の領域の表面に記載された情報は、常に第１の配送
伝票片によって実質的に密封される。従って、部分的な密封のし忘れをするということは
なくなり、また第４の領域の表面に記載された情報を得るためには第１の配送伝票片のう
ち少なくとも第１の領域を剥がさなければならないことから、ひそかにこの情報を得るこ
とができず、秘匿性が要求される情報の流出を防止することができる。しかも、第４の領
域の表面は第１の配送伝票片側ではなく、商品側を向いているので、商品などに貼付され
た配送伝票の表面から第４の領域の表面に記載された情報を読み取ることは困難である。
【００１３】
　また、第１の配送伝票片は窓部近傍に僅かな隙間を有する以外はその全ての外縁が貼付
されているので、この配送伝票を付した商品などの配送の過程においてこの配送伝票のど
こかが何かに引っ掛かり、この配送伝票が商品などから剥がれる、という事故を防止する
ことができる。ここでいう、事故とは、商品などの宛て先が不明になってしまうことなど
である。
【００１４】
　折り畳み前のこの配送伝票は、第１の情報を記載する第１の領域の表面と第２の情報を
記載する第４の領域の表面が同一の側にあることから、これらの情報を一度にプリントす
ることができる。
【００１５】
　本発明によれば、前記窓部は、前記第１の配送伝票片と前記第２の配送伝票片との境側
に向けて幅広となる形状であることが好ましい。また、前記窓部の一側の終縁は、前記第
１の配送伝票片と前記第２の配送伝票片との境とほぼ一致する位置まで及ぶことがより好
ましい。これにより、この配送伝票を付した商品などの配送の過程においてこの配送伝票
のどこかが何かに引っ掛かり、この配送伝票が商品などから剥がれる、という事故をより
確実に防止することができる。
【００１６】
　本発明によれば、前記第１の情報は、当該配送伝票が貼付された配送物の送付先の情報
を含み、前記第２の情報は、前記第１の情報よりも秘匿性の高い個人情報を含むことが好
ましい形態である。
【００１７】
　本発明に係る配送伝票は、商品に貼付される前は、接着剤が塗布された面が剥離層を有
する台紙に貼付されている。従って、本発明の別の観点に係る台紙付き配送伝票は、（Ａ
）表面に第１の情報が記載される第１の領域と、前記第１の領域を取り囲むように裏面に
接着剤が塗布された第２の領域と、前記第２の領域の一側と隣接し、当該隣接する方向で
ある第１の方向で隣接部分から前記第１の領域までの幅より幅広で、前記第１の方向と直
交する第２の方向に対して前記第１の領域より内側に位置し、かつ、前記第１の配送伝票
片の裏面と裏面同士で折り畳まれたときに前記接着剤を露出させる所定形状の窓部を当該
第２の方向に所定数有する第３の領域と、表面に第２の情報が記載されるものとして当該
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第３の領域とミシン目を介して設けられる第４の領域とを有する配送伝票と、（Ｂ）前記
配送伝票の裏面に貼付された剥離層を有する台紙とを具備する。

【発明の効果】
【００１８】
　以上のとおり、本発明によれば、折り畳み式の配送伝票にあって、秘匿性が要求される
情報の流出及び商品などからの剥がれによる事故を確実に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る台紙付きの配送伝票の平面図である。
【図２】図１におけるＡ－Ａ断面図である。
【図３】図１におけるＢ－Ｂ断面図である。
【図４】図１におけるＣ－Ｃ断面図である。
【図５】図１におけるＤ－Ｄ断面図である。
【図６】配送伝票を台紙から剥がしている状態を示す平面図である。
【図７】配送伝票を台紙から剥がした状態を示す平面図である。
【図８】折り畳まれた配送伝票を第４の面側から見た図である
【図９】配送伝票が商品に貼付された状態を示す図である。
【図１０】第２の領域が配送伝票より取り外された状態を示す図である。
【図１１】台紙付きの配送伝票の全体を破線で示し、窓部については当該配送伝票の部分
として実線にて示した平面図である。
【図１２】図１１の背面図である。
【図１３】窓部の変形例を示す平面図である。
【図１４】窓部の変形例を示す平面図である。
【図１５】窓部の変形例を示す平面図である。
【図１６】窓部の変形例を示す平面図である。
【図１７】窓部の変形例を示す平面図である。
【図１８】窓部の変形例を示す平面図である。
【図１９】窓部の変形例を示す平面図である。
【図２０】窓部の変形例を示す平面図である。
【図２１】窓部の変形例を示す平面図である。
【図２２】窓部の変形例を示す平面図である。
【図２３】窓部の変形例を示す平面図である。
【図２４】窓部の変形例を示す平面図である。
【図２５】窓部の変形例を示す平面図である。
【図２６】窓部の変形例を示す平面図である。
【図２７】窓部の変形例を示す平面図である。
【図２８】窓部の変形例を示す平面図である。
【図２９】窓部の変形例を示す平面図である。
【図３０】窓部の変形例を示す平面図である。
【図３１】窓部の変形例を示す平面図である。
【図３２】窓部の変形例を示す平面図である。
【図３３】窓部の変形例を示す平面図である。
【図３４】窓部の変形例を示す平面図である。
【図３５】窓部の変形例を示す平面図である。
【図３６】窓部の変形例を示す平面図である。
【図３７】窓部の変形例を示す平面図である。
【図３８】窓部の変形例を示す平面図である。
【図３９】窓部の変形例を示す平面図である。
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【図４０】窓部の変形例を示す平面図である。
【図４１】窓部の変形例を示す平面図である。
【図４２】窓部の変形例を示す平面図である。
【図４３】窓部の変形例を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。
［台紙付きの配送伝票の構成］
【００２１】
　図１は本発明の一実施形態に係る台紙付きの配送伝票の平面図である。図２は同図Ａ－
Ａ断面図、図３はＢ－Ｂ断面図、図４はＣ－Ｃ断面図、図５はＤ－Ｄ断面図である。
　この実施形態においては、配送伝票が通信販売に係る商品に使用されるものであるが、
本発明に係る配送伝票はこのような用途に限定されず、他の形態の宅配など、商品や書面
などを配送する分野に用いることができる。
　これらの図に示すように、配送伝票１００は、商品に貼付される前は、接着剤が塗布さ
れた面が台紙２００の剥離層に貼付されている。
　配送伝票１００は、例えばＡ４サイズの用紙からなり、複数の領域から構成される。
【００２２】
　第１の領域１１０は、矩形で、その表面Ｓに第１の情報１１１が記載される。第１の情
報１１１としては、商品の届け先の住所や名前などがある。この例では、第１の領域１１
０がさらに複数の領域１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃに分割され、それらの領域の境にミ
シン目Ｍが入れられている。
【００２３】
　また、第１の領域１１０の一つの角部には、切り欠き１１２が設けられている。切り欠
き部１１２を設けることで、後述するように第１の領域１１０を商品から簡単に取ること
ができる。
【００２４】
　第２の領域１２０は、矩形で、その内側の矩形の第１の領域１１０の４辺を取り囲むよ
うに設けられている。第２の領域１２０は、その裏面Ｒに接着剤Ｇが塗布されている。従
って、図３に示したように、第１の領域１１０の裏面Ｒは、台紙２００に対して接着して
いないが、第２の領域１２０の裏面Ｒは、台紙２００に対して接着している。第１の領域
１１０と第２の領域１２０との境には、ミシン目Ｍが入れられている。第２の領域１２０
の一方の角部には、斜めに切り目（紙と紙との間を切断した部分）Ｐが入れられて、角部
の一部の領域１２２が切り目Ｐを介して第２の領域１２０から分離されている。この斜め
の部分の切れ目Ｐが、この配送伝票１００を台紙２００から作業者の指先で剥がし始める
ための剥がし口として用いられる。この領域１２２の表面Ｓに「はがし口」などの文字を
印刷することで、剥がす際の作業をスムーズに行うことができるようになる。第２の領域
１２０の表面Ｓには、依頼主、発送元、その他の宣伝などの情報を印刷してもよい。
【００２５】
　第３の領域１３０は、矩形で、第２の領域１２０の一側と隣接している。第３の領域１
３０は、第２の領域１２０と隣接する方向である第１の方向Ｘに対して第２の領域１２０
より幅広で、第１の方向Ｘと直交する第２の方向Ｙに対して第１の領域１１０より内側に
位置する。
【００２６】
　第３の領域１３０は、例えば２つの台形形状の窓部１３１を有する。この窓部１３１は
、第３の領域１３０において切れ目Ｐを入れ、図４に示したように、その内側の領域の裏
面Ｒに接着剤Ｇを塗布し、これに対応する位置の台紙２００には剥離層を設けないことで
、配送伝票１００を台紙２００から剥がしたときに、窓部１３１の内側の用紙が台紙２０
０側に残るようになっている。
【００２７】
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　ここで、配送伝票１００のうち、第１の領域１１０と第２の領域１２０とから構成され
る部分を第１の配送伝票片１０１とし、それ以外の領域から構成される部分を第２の配送
伝票片１０２とする。つまり、第２の配送伝票片１０２は、第１の配送伝票片１０１の一
側より連続している。後述するように、第２の配送伝票片１０２と第１の配送伝票片１０
１とは、これらの境で折り畳まれて裏面Ｒどうしが接し、このように折りこのように畳ま
れた状態で配送伝票１００は商品に貼付されることになる。
【００２８】
　窓部１３１は、第１の配送伝票片１０１と第２の配送伝票片１０２との境側に向けて幅
広となる形状、つまり台形形状であることが好ましい。また、窓部１３１の一側の終縁は
、第１の配送伝票片１０１と第２の配送伝票片１０２との境とほぼ一致する位置まで及ぶ
ことがより好ましい。これにより、この配送伝票１００を付した商品などの配送の過程に
おいてこの配送伝票１００の例えば他の商品などに引っ掛かり、この配送伝票１００が商
品などから剥がれる、という事故を確実に防止することができる。
　この例でいうと、窓部１３１を除く、第２の領域１２０と第３の領域１３０との境には
、ミシン目Ｍが入れられている。
【００２９】
　また、第３の領域１３０の第４の領域１４０側の角部には、切り欠き１３３が設けられ
ている。切り欠き１３３を設けることで、後述するように、第４の領域１４０を商品から
取るときに第３の領域１３０を巻き込んで取られてしまうことを防止でき、第４の領域１
４０を非常にきれいに商品から取ることができる。
【００３０】
　第４の領域１４０は、矩形で、第２の領域１２０の一側に第３の領域１３０を挟むよう
に設けられている。この例では、第４の領域１４０がさらに複数の領域１４０ａ～１４０
ｆに分割され、それらの領域の境にミシン目Ｍが入れられている。
【００３１】
　第４の領域１４０は、第１の方向Ｘに対して第３の領域１３０の幅を加えた長さＬ１が
第１の領域１１０の幅と第２の領域の第３の領域１３０側の幅１１０とを加えた長さＬ２
よりも短い（Ｌ１＜Ｌ２）。また、第４の領域１４０は、第２の方向Ｙに対して第１の領
域１１０より内側に位置する。ここで、上記のように第３の領域１３０が第１の方向Ｘに
対して第２の領域１２０より幅広であることから、第２の配送伝票片１０２と第１の配送
伝票片１０１とがこれらの境で折り畳まれて裏面Ｒどうしが接した際に、第４の領域１４
０は、第１の領域１１０の内側の領域に位置することとなる。つまり、第４の領域１４０
は、第２の領域１２０の裏面Ｒに塗布された接着剤Ｇと接触することはなくなる。また、
第４の領域１４０と第３の領域１３０との境は、ミシン目Ｍが入れられている。
【００３２】
　第４の領域１４０は、その表面Ｓに第２の情報１４１が記載される。例えば、第２の情
報１４１としては、第１の情報１１１よりも秘匿性の高い個人情報、商品の明細書などの
情報がある。第２の情報１４１として、例えば払い込みのための伝票や返品伝票などの情
報がある。なお、第４の領域１４０の裏面Ｒにも広告などの情報を印刷してもよい。
【００３３】
　第５の領域１５０は、第４の領域１４０の第２の方向Ｙの両側に設けられている。第２
の方向Ｙに対して、第４の領域１４０と第５の領域１５０との合計長さが第２の領域１２
０の長さと一致するように、第５の領域１５０の長さが定めされている。第６の領域１６
０は、矩形で、第４の領域１４０の端部側に第２の方向Ｙに対して同一の長さとなるよう
に設けられている。第１の方向Ｘに対して、第６の領域１６０と第３の領域１３０と第４
の領域１４０との合計長さが、第５の領域１５０の長さと一致するように、第６の領域１
６０の長さが定められている。これにより、これにより、台紙２００に張られた配送伝票
１００が、例えばＡ４の大きさの台紙２００と同じ形状・大きさとなる。従って、例えば
この配送伝票１００をプリントアウトするときなどの作業性が良くなる。例えば、配送伝
票１００が矩形でないと、プリントアウトの際に紙詰まりなどの発生原因となる。また、
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製造面でもコスト的なメリットとなる。
【００３４】
　第５の領域１５０及び第６の領域１６０の裏面Ｒには、図５に示したように、接着剤Ｇ
が塗布され、これに対応する位置の台紙２００には剥離層が設けられていない。また、第
５の領域１５０と第６の領域１６０との境はミシン目もなく切れ目もなく、連続している
。第２の領域１２０と第５の領域１５０との境は切れ目Ｐが入れられ、第４の領域１４０
と第５の領域１５０との境はミシン目Ｍが入れられている。第４の領域１４０と第６の領
域１６０との境は、切れ目Ｐが入れられている。これにより、配送伝票１００を台紙２０
０より剥がしたときに、第５の領域１５０及び第６の領域１６０が台紙２００に残ること
になる。
【００３５】
　台紙２００は、例えば配送伝票１００と同じＡ４の形状・大きさであり、表面に剥離層
２１０が設けられ、剥離層２１０の表面に配送伝票１００の裏面Ｒが位置している。剥離
層２１は、第２の領域１２０に対応する位置にのみ設けられている。
　なお、この実施形態では、配送伝票１００の窓部１３１、第５の領域１５０及び第６の
領域１６０に接着剤Ｇを塗布し、これに対応する台紙２００には剥離層を設けないことで
、配送伝票１００を台紙２００より剥がしたときに、窓部１３１の用紙部分、第５の領域
１５０及び第６の領域１６０の用紙部分が台紙２００に残るようにしたが、例えば窓部１
３１、第５の領域１５０及び第６の領域１６０に接着剤Ｇよりも接着力が強力な接着剤を
塗布することで、これに対応する台紙２００に剥離層を設けても、上記の同様に配送伝票
１００を台紙２００より剥がしたときに、窓部１３１の用紙部分、第５の領域１５０及び
第６の領域１６０の用紙部分が台紙２００に残るようにすることができる。
［配送伝票の使用例］
【００３６】
　以上のように構成された配送伝票１００では、台紙２００に貼付されている状態で、第
１の領域１１０及び第４の領域１４０の表面Ｓに第１の情報１１１及び第２の情報１４１
をプリンタによって一度にプリントアウトすることができる。次に、作業者は、図６に示
すように、第２の領域１２０の切れ目Ｐより矢印方向に台紙２００から配送伝票１００を
剥がす。
【００３７】
　既に説明したとおり、第１の配送伝票片１０１の表面Ｓである第１の面のうち第１の領
域１１０には、第１の情報１１１が記載されている。第１の配送伝票片１０１の裏面Ｒで
ある第２の面のうち第２の領域１２０には接着剤Ｇが塗布されている。
【００３８】
　第２の配送伝票片１０２の裏面Ｒである第３の面のうち窓部１３１の領域、第５の領域
１５０及び第６の領域１６０に接着剤Ｇを塗布し、これに対応する台紙２００には剥離層
を設けていない。第２の配送伝票片１０２の表面Ｓである第４の面のうち第４の領域１４
０には、第２の情報１４１が記載されている。
【００３９】
　従って、図１に示した配送伝票より第２の領域１２０における剥がし口の部分、窓部１
３１の領域、第５及び第６の領域１５０、１６０が台紙２００に残って、図７に示すよう
に、配送伝票１００は、これらが取れた状態となる。この状態より、第１の配送伝票片１
０１と第２の配送伝票片１０２とをこれらの境で折り畳み、第１の配送伝票片１０１の第
２の面と第２の配送伝票片１０２の第３の面とを張り合わせる。そうすると、一方の面に
は、第1の情報１１１が、その裏面である他方の面には第２の情報１４１が位置すること
になる。
【００４０】
　図８は折り畳まれた配送伝票１００を第４の面側（商品に貼付された状態の裏面側）か
ら見た図である。
　図８に示すように、第２の領域１２０の裏面Ｒに塗布された接着剤Ｇは、３辺について
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は全面的に露出し、窓部１３１が位置する１辺については窓部１３１を介して露出してい
る。図９に示すように、この状態より配送伝票１００の接着剤Ｇが塗布された側を商品３
００に貼付すると、第1の領域１１０及び第４の領域１４０の外周のほぼ全周である、４
辺にわたって、第２の領域１２０の第２の面（裏面Ｒ）が商品３００に貼付される。つま
り、当該配送伝票１００が商品３００に貼付された状態では、第４の領域１４０に記載さ
れた第２の情報１４１は、常に第１の配送伝票片１０１によって実質的に密封される。そ
して、図９に示すような状態で商品３００は、表面に露出する第１の情報１１１に基づき
届け先に届けられる。届け先において、第１の領域１１０を配送伝票１００より取り外す
。
　図１０は第１の領域１１０が配送伝票１００より取り外された状態を示している。
【００４１】
　図１０に示すように、第４の領域１４０の第２の情報１４１が記載されていない面が表
面に露出しているが、この状態で第４の領域１４０をめくることで初めて第２の情報１４
１に見ることができる。また、この状態で、第４の領域１４０を配送伝票１００から取り
外すことができる。
［まとめ］
【００４２】
　以上のとおり、本実施形態に係る配送伝票１００では、窓部１３１を有することで、配
送伝票１００が商品３００に単に張るだけの作業によって、第２の情報１４１は、常に第
１の配送伝票片１０１によって実質的に密封されることになる。従って、秘匿性が要求さ
れる情報の流出を防止することができる。配送伝票１００を付した商品などの配送の過程
においてこの配送伝票１００の例えば他の商品などに引っ掛かり、この配送伝票１００が
商品などから剥がれる、という事故を防止することができる。
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は、特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【００４３】
　例えば、図１１及び図１２は図１に示した台紙付きの配送伝票（単に「伝票」と言って
も構わない。）の全体を破線で示し、窓部１３１については当該配送伝票の部分として実
線にて示しているが、窓部１３１についてはこのような形状などには限定されず、例えば
図１３から図４３に示すように変形して実施することができる。なお、図１３から図４３
に示す図はすべて平面図であり、背面図については図１２を援用することができる。
【符号の説明】
【００４４】
１００　配送伝票
１０１　第１の配送伝票片
１０２　第２の配送伝票片
１１０　第１の領域
１１１　第１の情報
１２０　第２の領域
１３０　第３の領域
１３１　窓部
１４０　第４の領域
１４１　第２の情報
１５０　第５の領域
２００　台紙
２１０　剥離層
Ｇ　接着剤
Ｍ　ミシン目
Ｐ　切れ目
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